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○日野町街灯設置補助金交付要綱 

平成10年４月１日 

告示第30号 

（趣旨） 

第１条 町長は、集落内の防犯および交通安全を確保するために自治会（大字およびこれに

類する町長が認める団体をいう。以下同じ。）が行う街灯の工事に対して、毎年度予算の

範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては日野町補助金等交付規則

（平成10年日野町規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

に定めるところによる。 

（一部改正〔平成13年告示41号〕） 

（補助の対象事業） 

第２条 前条の規定する補助の対象となるのは、集落内に設置される街灯の新設工事および

器具すべての交換とする。 

（一部改正〔平成15年告示25号〕） 

（補助金の交付額等） 

第３条 補助金の額は、１自治会につき新設工事および器具交換に要する費用の３分の１の

額（1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とし、最高限度額を

新設工事および器具交換合わせて５万円とする。 

（全部改正〔平成15年告示25号〕、一部改正〔平成22年告示42号・25年31号・令

和２年33号〕） 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助金交付申請書（別記様式第１号）に

次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

(1) 設置（交換）箇所位置図 

(2) 現況写真（施行前） 

(3) 見積書 

（一部改正〔平成13年告示41号・15年25号・令和２年33号〕） 

（補助金の交付決定通知） 

第５条 町長は、補助金交付の申請があったときは、申請書を審査するとともに必要に応じ

て現地踏査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書（別

記様式第２号）を自治会に通知するものとする。 
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（全部改正〔平成13年告示41号〕） 

（補助金の変更交付申請） 

第６条 自治会は、交付決定を受けた後において、やむを得ない事由により事業の一部を変

更しようとするときは、直ちに補助金変更交付申請書（別記様式第３号）に次の各号に掲

げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

(1) 街灯設置（交換）変更箇所位置図 

(2) 現況写真（施行前） 

（追加〔令和２年告示33号〕） 

（補助金の変更交付決定および通知） 

第７条 町長は、補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付

の変更を認めたときは、補助金変更交付決定通知書（別記様式第４号）により自治会に通

知するものとする。 

（追加〔令和２年告示33号〕） 

（実績報告） 

第８条 補助金交付決定通知を受けた自治会は、補助事業が完了したときは、補助金実績報

告書（別記様式第５号）に次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければな

らない。 

(1) 設置（交換）箇所位置図 

(2) 工事写真（設置（交換）後） 

(3) 工事完成証拠書類（領収書および内訳書） 

（追加〔平成13年告示41号〕、一部改正〔平成15年告示25号・令和２年33号〕） 

（補助金等の額の確定） 

第９条 町長は、前条の補助金実績報告書の提出があったときは、関係書類の審査および必

要に応じて現地検査を行い、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合する

と認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自治会に補助金確定通知書（別記

様式第６号）により通知するものとする。 

（追加〔平成13年告示41号〕、一部改正〔令和２年告示33号〕） 

（補助金の交付） 

第10条 前条の規定による通知を受けた自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、

補助金交付請求書（別記様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付する。 
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（追加〔平成13年告示41号〕、一部改正〔令和２年告示33号〕） 

付 則 

１ この告示は、平成10年４月１日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金から適用

する。 

（一部改正〔平成25年告示111号〕） 

２ 第４条の規定にかかわらず、日野町LED防犯灯設置補助金交付要綱（平成25年日野町

告示第112号）に規定される補助金の交付対象期間となる平成25年10月１日から平成27

年３月31日までの間に限り、第３条の規定によるLED電灯新設工事に係る補助金の交付

の申請は受け付けないものとする。 

（追加〔平成25年告示111号〕） 

付 則（平成13年告示第41号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年度の予算に係る補助金から適用する。 

付 則（平成15年告示第25号） 

この告示は、平成15年４月１日から施行する。 

付 則（平成22年告示第22号） 

この告示は、平成22年３月１日から施行する。 

付 則（平成22年３月29日告示第42号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成25年３月28日告示第31号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用す

る。 

付 則（平成25年９月24日告示第111号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

付 則（令和２年３月30日告示第33号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年４月１日告示第119号） 

（施行期日） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号 

（全部改正〔令和２年告示33号〕、一部改正〔令和３年告示119号〕） 

別記様式第２号 

（全部改正〔令和２年告示33号〕） 

別記様式第３号 

（全部改正〔令和２年告示33号〕、一部改正〔令和３年告示119号〕） 

別記様式第４号 

（全部改正〔令和２年告示33号〕） 

別記様式第５号 

（全部改正〔令和２年告示33号〕、一部改正〔令和３年告示119号〕） 

別記様式第６号 

（追加〔令和２年告示33号〕） 

別記様式第７号 

（追加〔令和２年告示33号〕） 

 


